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岩手県災害派遣福祉チームの設置について 

大規模災害時に避難所等において災害時要援護者の福祉・介護等のニーズ把握や応急支援などを担

う「災害派遣福祉チーム」について、研修修了者１９７名をチーム員として登録し、最大２７チーム

を派遣できる体制となりましたのでお知らせします。 

今後は、実際の災害に備え、市町村等関係機関との連携を進め、派遣体制の充実を図ります。 

 

１ 災害派遣福祉チームについて 

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士等福祉専門職で一定の研修を受けた者をチーム員とし

て登録し、災害救助法が適用となる程度の大規模災害発生時に４～６人程度でチームを編成し、避

難所等において支援活動を行うもの。 

なお、チームの派遣主体は「岩手県災害福祉広域支援推進機構」（本部長：知事）であること。 

≪岩手県災害福祉広域支援推進機構≫  

本部長：岩手県知事 事務局：岩手県社会福祉協議会 

事業者団体 

岩手県社会福祉協議会 社会福祉法人経営者協議会 

同     高齢者福祉協議会 

同     障がい者福祉協議会 

同     児童福祉施設協議会 

同     保育協議会 

岩手県介護老人保健施設協会 

岩手県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

岩手県知的障害者福祉協会 

 

専門職能団体 

岩手県社会福祉士会 岩手県介護福祉士会 

岩手県精神保健福祉士会 

岩手県介護支援専門員協会 

医療・保健・その他の団体 

岩手県医師会 岩手医科大学 岩手県保健師長会 

岩手県立大学 岩手県市長会 岩手県町村会 

（岩手県 岩手県社会福祉協議会） 

 

２ チーム数について 

チーム員（研修修了者）１９７名について、県内９保健福祉圏域ごとのチーム員数及び職種バラ

ンス等を考慮してチーム編成した結果（仮チーム編成）、派遣可能な最大チーム数※が２７チームと

なったもの。 

〔圏域ごとのチーム数〕 

盛岡：１２、岩手中部：２、胆江：２、両磐：２、気仙：４、釜石：１、 

宮古：２、久慈：１、二戸：１（計２７チーム） 

※チーム員が災害の状況等により派遣（出動）できない場合もあることから、派遣可能な最大チ

ーム数として算出したもの。 

 

３ 今後の取組 

（１）災害時に連携が必要となる福祉、医療、保健関係者や、避難所の運営主体となる市町村にチー

ムについて周知し、チームの活動環境の整備を行う。 

（２）平成２６年度以降もチーム員研修を実施し、チーム員及びチーム数の増加を図るとともに、防

災訓練への参加等を通じ、災害時の派遣体制の充実を図る。 
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